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監 第 6 7 号 

令 和 ３ 年 ８ 月 ５ 日 

 

今 治 市 長  徳 永 繁 樹 様 

今 治 市 議 会 議 長  近 藤  博  様 

今治市農業委員会会長  森  京 典 様 

 

今治市監査委員  木 原 盛 展 

同     羽 藤 謙 司 

 

 

定期監査の結果報告の提出について 

 

 地方自治法第 199 条第４項の規定に基づく令和２年度の定期監査を、今治市監査基準に準拠

して実施したので、その結果に関する報告を同条第９項の規定により次のとおり提出する。 

 

１ 監査の種類  定期監査 

 

２ 監査の対象  農業委員会事務局 

 

３ 監査の期間及び監査を実施した監査委員等 

監査の期間 監査を実施した監査委員等 

令和２年４月 13 日～令和３年２月 19 日 渡 辺 英 徳・山 岡 健 一 

令和３年２月 20 日～令和３年３月２日 山 岡 健 一 

令和３年３月２日～令和３年８月５日 木 原 盛 展・羽 藤 謙 司 

 

４ 監査の着眼点及び主な実施内容   

  平成 30 年度における農業委員会事務局主管の財務に関する事務の執行及び経営に係る

事業の管理が法令に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組

織及び運営の合理化に努めているかを着眼点とし、関係諸帳簿、書類及び支払証拠書類等

の提出を求めるとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査を実施した。 

 

５ 監査の結果 

監査を実施した結果、おおむね適正に処理されていたが、特に個別に改善を要する事項

は次のとおりである。 
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（指摘） 

 １ 証明手数料について、収納日の翌日午前 10 時までに指定金融機関等に払い込みが

出来ていないものが見受けられたため、今治市会計規則に基づき、適切に事務処理さ

れたい。 

２ 委員報酬について、今治市報酬及び費用弁償支給条例では毎月下旬に支給すること

となっているが、月末が休日等により、支払日が翌月初めになっているものが見受け

られたため、適正に事務処理されたい。 

 


